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(54)【発明の名称】 体内組織領域を処置するためのカテーテル本体に分離可能にぴったり取り付けられ得る操作デバ

イス

(57)【要約】
体内の標的組織領域を、運搬体に取り付けられた組織加
熱要素（４４）によって処置する。この運搬体は使用時
には内視鏡等のカテーテル本体の外側に一時的に取り付
けられることが意図される。このカテーテル本体は、こ
のカテーテル本体に取り付けられた運搬体と共に標的組
織領域に展開される。組織加熱要素（４４）は、例えば
一つ以上の組織損傷を形成するように作動し、その後カ
テーテル本体は標的組織領域から回収される。運搬体を
その後カテーテル本体から取り外し、カテーテル本体は
引き続きまた別の目的に使用できる。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  体内の標的組織領域を処置するための装置であって、

  カテーテル本体上での該標的組織領域への展開のために運搬体を該カテーテル

本体の外側に一時的に取り付け得る大きさであり、そして該カテーテル本体を該

標的組織領域から回収した後に該カテーテル本体から該運搬体を取り外し得る大

きさであるキャビティを含む、運搬体、

  該運搬体上の組織加熱要素、

  該運搬体が該カテーテル本体にぴったり取り付けられている間に該組織加熱要

素の操作をコントロールするための、該運搬体に連結したコントロール要素、

を備える、装置。

    【請求項２】  前記コントロール要素には、前記運搬体に結合した遠位端と

、該運搬体から延びる近位端とを有するケーブルが含まれ、該ケーブルを通って

前記組織加熱要素に連結するコントローラーを有するハンドルが含まれる、請求

項１に記載の装置。

    【請求項３】  前記組織加熱要素が、エネルギーを前記標的組織領域に適用

するための少なくとも１個の電極を含む、請求項１に記載の装置。

    【請求項４】  前記コントロール要素が、前記電極を電気的エネルギー源に

連結するためのコネクターを含み、電気的エネルギーを該電極を介して組織に与

えて、組織に損傷を形成する、請求項３に記載の装置。

    【請求項５】  前記組織加熱要素が、高周波エネルギーを前記標的組織領域

に与えるための少なくとも１個の電極を備える、請求項１に記載の装置。

    【請求項６】  前記コントロール要素が、前記電極を電気的エネルギー源に

連結するコネクターを含み、電気的エネルギーを該電極を介して組織に与えて、

組織に損傷を形成する、請求項５に記載の装置。

    【請求項７】  前記電極が運搬体内の引っ込んだ位置と運搬体の外側に延び

た位置との間を移動できる、請求項３に記載の装置。

    【請求項８】  前記コントロール要素が、電極を引っ込んだ位置と外に延び

た位置との間で動かすコントローラーを含む、請求項７に記載の装置。

    【請求項９】  前記組織加熱要素がエネルギーを前記標的組織領域に適用す
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るための電極列を含む、請求項１に記載の装置。

    【請求項１０】  前記コントロール要素が、前記電極列を電気的エネルギー

源に連結をコネクターを含み、電気的エネルギーを前記電極を通して適用し、前

記標的組織領域に損傷パターンを形成する、請求項９に記載の装置。

    【請求項１１】  前記電極列が運搬体内部の引っ込んだ位置と運搬体の外側

に延びた位置との間を移動できる、請求項９に記載の装置。

    【請求項１２】  前記コントロール要素が、前記電極を引っ込んだ位置と外

側に延びた位置との間を連携して動かすコントローラーを含む、請求項１１に記

載の装置。

    【請求項１３】  前記組織加熱要素が非円筒形断面を有する電極を含む、請

求項１に記載の装置。

    【請求項１４】  前記非円筒形断面が直線で囲まれた断面である、請求項１

３に記載の装置。

    【請求項１５】  前記非円筒形断面が卵形である、請求項１３に記載の装置

。

    【請求項１６】  前記非円筒形断面が楕円形である、請求項１３に記載の装

置。

    【請求項１７】  前記組織加熱要素が軸を有する電極を含み、該電極がこの

軸に沿って曲がっている、請求項１に記載の装置。

    【請求項１８】  前記電極が前方向に曲がっている、請求項１７に記載の装

置。

    【請求項１９】  前記電極が逆方向に曲がっている、請求項１７に記載の装

置。

    【請求項２０】  前記電極が前記軸に沿って９０度未満の弧を描いて曲がっ

ている、請求項１７に記載の装置。

    【請求項２１】  前記電極が前記軸に沿って９０度より大きい弧を描いて曲

がっている、請求項１７に記載の装置。

    【請求項２２】  前記組織加熱要素が、前記組織領域に貫入する経路を前進

するために運搬体に保持される電極を含み、
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  前記電極が選択された深さを超える組織貫入を妨げるために組織止めを含む、

請求項１に記載の装置。

    【請求項２３】  前記組織加熱要素が第一材料から形成された近位部分と、

第一材料以外の第二材料から形成された遠位部分とを有する電極を含む、請求項

１に記載の装置。

    【請求項２４】  前記電極が軸を有し、前記遠位部分が該軸に沿って曲がっ

ている、請求項２３に記載の装置。

    【請求項２５】  前記第一材料がステンレス鋼を含み、前記第二材料がニッ

ケル－チタンを含む、請求項２３に記載の装置。

    【請求項２６】  前記組織加熱要素に保持される温度センサーをさらに含む

、請求項１に記載の装置。

    【請求項２７】  前記運搬体に保持される温度センサーをさらに含む、請求

項１に記載の装置。

    【請求項２８】  流体を前記標的組織領域に供給するために前記運搬体上に

さらに分配要素を含む、請求項１に記載の装置。

    【請求項２９】  前記コントロール要素が、前記運搬体と流体源とを連結す

るためのコネクターを含み、前記分配要素を通して前記標的組織領域に流体を運

ぶ、請求項２８に記載の装置。

    【請求項３０】  前記標的組織領域から流体を吸引するための前記運搬体上

に吸引要素をさらに含む、請求項１に記載の装置。

    【請求項３１】  前記コントロール要素が、前記運搬体を吸引源に連結して

コネクターを含み、前記吸引要素を介して前記標的組織領域から流体を運ぶ、請

求項３０に記載の装置。

    【請求項３２】  前記キャビティが、前記カテーテル本体の外部に前記運搬

体が分離可能、滑動可能に係合し得るように構成される、請求項１に記載の装置

。

    【請求項３３】  前記キャビティが前記カテーテル本体の外側に前記運搬体

を分離可能にスナップ－フィット係合させるように構成されている、請求項１に

記載の装置。
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    【請求項３４】  前記キャビティがカテーテル本体の一端の周囲に運搬体が

分離可能に係合するように構成されている、請求項１に記載の装置。

    【請求項３５】  前記キャビティが前記カテーテル本体の側面に分離可能に

係合するように構成されている、請求項１に記載の装置。

    【請求項３６】  体内の標的組織領域を処置するためのシステムであって、

  外側を有する内視鏡本体、および該内視鏡本体に保持された可視化要素を含む

内視鏡、

  該内視鏡本体を標的組織領域に展開するために、該可視化要素による実質的妨

害を受けずに、運搬体を該内視鏡本体の外側に一時的にぴったり取り付けられ得

る大きさであり、そして該内視鏡本体を該標的組織領域から回収した後に該内視

鏡本体から該運搬体を取り外し得る大きさであるキャビティを含む、運搬体、

  該運搬体上の組織加熱要素、

  該運搬体に結合して該組織加熱要素の操作をコントロールするコントロール要

素であって、その間、該運搬体は該カテーテル本体にぴったり取り付けられてい

る、コントロール要素、

を備える、システム。

    【請求項３７】  前記キャビティが、前記運搬体が前記内視鏡本体の外側に

分離可能、滑動可能に係合するように構成されている、請求項３６に記載のシス

テム。

    【請求項３８】  前記キャビティが、前記運搬体が前記内視鏡本体の外側に

分離可能、スナップ－フィット式に係合するように構成されている、請求項３６

に記載のシステム。

    【請求項３９】  前記キャビティが、前記運搬体が前記内視鏡本体の末端周

囲に分離可能に係合するように構成されている、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項４０】  前記キャビティが前記内視鏡本体の側面周囲に分離可能に

係合するように構成されている、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項４１】  前記コントロール要素が前記運搬体に結合した遠位端およ

び前記運搬体から延びる近位端を有するケーブルを含み、該ケーブルを介して前

記組織加熱要素に連結するコントローラーを有するハンドルを含む、請求項３６
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に記載のシステム。

    【請求項４２】  前記組織加熱要素が前記標的組織領域にエネルギーを与え

るための少なくとも１個の電極を含む、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項４３】  前記コントロール要素が、前記電極を電気的エネルギー源

に連結するコネクターを含み、該電極によって電気的エネルギーを与えて前記組

織に損傷を形成する、請求項４２に記載のシステム。

    【請求項４４】  前記組織加熱要素が、高周波エネルギーを前記標的組織領

域に与えるための少なくとも１個の電極を含む、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項４５】  前記コントロール要素が前記電極を高周波エネルギー源に

結合するコネクターを含み、前記電極によって電気的エネルギーを与えて組織に

損傷を形成する、請求項４４に記載のシステム。

    【請求項４６】  前記電極が前記運搬体内の引っ込んだ位置と、前記運搬体

から外に出た位置との間で移動可能である、請求項４２に記載のシステム。

    【請求項４７】  前記コントロール要素が、前記電極を引っ込んだ位置と外

に出た位置との間で移動させるコントローラーを含む、請求項４６に記載のシス

テム。

    【請求項４８】  前記組織加熱要素が、前記標的組織領域にエネルギーを与

えるための電極列を含む、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項４９】  前記コントロール要素が、前記電極列を電気的エネルギー

源に連結するコネクターを含み、前記電極を介して電気的エネルギーを与えて、

前記標的組織領域に損傷パターンを形成する、請求項４８に記載のシステム。

    【請求項５０】  前記列になった電極が運搬体内の引っ込んだ位置と運搬体

の外に出た位置との間で移動可能である、請求項４８に記載のシステム。

    【請求項５１】  前記コントロール要素が、前記電極を引っ込んだ位置と外

に出た位置との間を連携して移動させるコントローラーを含む、請求項５０に記

載のシステム。

    【請求項５２】  前記組織加熱要素が、非円筒形の断面を有する電極を含む

、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項５３】  前記組織加熱要素が軸を有する電極を含み、該電極は前記
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軸に沿って曲がっている、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項５４】  前記電極が前方向に曲がっている、請求項５３に記載のシ

ステム。

    【請求項５５】  前記電極が逆方向に曲がっている、請求項５３に記載のシ

ステム。

    【請求項５６】  前記組織加熱要素が、前記組織領域を貫入する経路を前進

するために前記運搬体によって保持された電極を含み、前記電極は選択した深さ

を越えて組織に貫入するのを妨げる組織止めを含む、請求項３６に記載のシステ

ム。

    【請求項５７】  前記組織加熱要素に保持される温度センサーをさらに含む

、請求項３６に記載の装置。

    【請求項５８】  前記運搬体によって保持される温度センサーをさらに含む

請求項３６に記載のシステム。

    【請求項５９】  流体を前記標的組織領域に運ぶための運搬体上の分配要素

をさらに含む、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項６０】  前記コントロール要素が、前記運搬体を流体源に連結する

ためのコネクターを含み、前記分配要素によって流体を前記標的組織領域に運ぶ

、請求項５９に記載のシステム。

    【請求項６１】  前記標的組織領域から流体を吸引するための前記運搬体上

の吸引要素をさらに含む、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項６２】  前記コントロール要素が、前記運搬体を吸引源に連結する

コネクターを含み、前記吸引要素が前記標的組織領域から流体を運ぶ、請求項６

１に記載のシステム。

    【請求項６３】  前記内視鏡が前記内視鏡本体を反らせるための操縦メカニ

ズムを含む、請求項３６に記載のシステム。

    【請求項６４】  体内の標的組織領域を処置するための方法であって、

  運搬体に組織加熱要素を配置する工程、

  カテーテル本体の外側に該運搬体を一時的に取り付ける工程、

  該カテーテル本体を該カテーテル上に取り付けられた該運搬体と共に該標的組
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織領域に展開する工程、

  該運搬体が該カテーテル本体に取り付けられ、該標的組織領域に展開する間に

、該組織加熱要素を操作する工程、および

  該カテーテル本体を該標的組織領域から回収した後に該カテーテル本体から該

運搬体を取り外す工程、

を包含する、方法。

    【請求項６５】  前記組織加熱要素が前記標的組織領域に少なくとも一つの

損傷を形成するように操作される、請求項６４に記載の方法。

    【請求項６６】  前記組織加熱要素が前記標的組織領域に損傷パターンを形

成するように操作される、請求項６４に記載の方法。

    【請求項６７】  前記カテーテル本体が胃腸管の一領域に展開される、請求

項６４に記載の方法。

    【請求項６８】  前記カテーテル本体が下部食道括約筋に隣接する食道領域

に展開される、請求項６４に記載の方法。

    【請求項６９】  前記組織加熱要素が下部食道括約筋の組織またはその隣接

組織に少なくとも一つの損傷を形成するように操作される、請求項６８に記載の

方法。

    【請求項７０】  前記組織加熱要素が下部食道括約筋の組織またはその隣接

組織に損傷パターンを形成するように操作される、請求項６８に記載の方法。

    【請求項７１】  体内の標的組織領域を処置するための方法であって、

  運搬体に組織加熱要素を配置する工程、

  内視鏡の外側に該運搬体を一時的に取り付ける工程、

  該内視鏡を該内視鏡の上に取り付けた該運搬体と共に該標的組織領域に展開す

る工程、

  該運搬体が該内視鏡に取り付けられ、該標的組織領域に展開されている間に、

該組織加熱要素を操作する工程、および

  該内視鏡を該標的組織領域から回収した後に該内視鏡から該運搬体を取り外す

工程、

を包含する、方法。
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    【請求項７２】  前記組織加熱要素が前記標的組織領域に少なくとも一つの

損傷を形成するように操作される、請求項７１に記載の方法。

    【請求項７３】  前記組織加熱要素が前記標的組織領域に損傷パターンを形

成するように操作される、請求項７１に記載の方法。

    【請求項７４】  前記内視鏡が胃腸管の一領域に展開される、請求項７１に

記載の方法。

    【請求項７５】  前記内視鏡が前記下部食道括約筋に隣接する食道領域に展

開される、請求項７１に記載の方法。

    【請求項７６】  前記組織加熱要素が下部食道括約筋の組織またはその隣接

組織に少なくとも一つの損傷を形成するように操作される、請求項７５に記載の

方法。

    【請求項７７】  前記組織加熱要素が下部食道括約筋の組織またはその隣接

組織に損傷パターンを形成するように操作される、請求項７５に記載の方法。

    【請求項７８】  前記運搬体が前記内視鏡に取り付けられ、前記標的組織領

域に展開されている間、該標的組織領域を該内視鏡を使って可視化する段階をさ

らに含む、請求項７１に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

  （発明の分野）

  概して、本発明は体の内部組織領域を治療するシステム及び方法に関するもの

である。より詳細に述べれば、本発明は体の括約筋及び隣接組織、例えば下部食

道括約筋および胃の噴門の内部及び周囲の機能異常を治療するためのシステム及

び方法に関係する。

      【０００２】

  （発明の背景）

  図１に示すように、食道（１０）は食物を口から胃（１２）に運搬する筋肉の

管である。食道（１０）の壁の筋肉は波動のような仕方で収縮し、食物を胃（１

２）に移動させる。食道の内壁には、潤滑さを与えて食物の移動を助けるための

粘液を分泌する腺がある。ヒトの食道は約２５センチメートルの長さである。

      【０００３】

  腹部の上方、左手の方向に位置する胃（１２）は、食道（１０）と小腸（１４

）の間にある。ヒト及び大部分の動物では、胃（１２）は単純な袋のような器官

である。人間の胃はＪのような形をしている。

      【０００４】

  平均的成人の胃は１クォート（０.９５リットル）より少し多目の量を保持す

ることができる。胃（１２）は食物の貯蔵所として役立つ。胃（１２）のなかの

食物は徐々に腸（１４）に排出される。胃（１２）は食物の消化にも役立つ。

      【０００５】

  胃の上端は、Ｊ形の最上部の噴門切痕（１６）で食道（１０）と接続する。下

部食道括約筋と呼ばれる筋肉環（１８）が食道（１０）と胃（１２）との間の開

口を取り巻く。括約筋（１８）に直接接している胃（１２）の漏斗型領域は噴門

（２０）と呼ばれる。噴門（２０）は平滑筋からなる。それは括約筋ではない。

      【０００６】

  下部食道括約筋（１８）は弛緩、または開口し、呑み込んだ食物を胃（１２）

に流し込む。しかし下部食道括約筋（１８）は普段は閉じており、胃（１２）の
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内容物が食道（１０）に逆流することを阻止する。

      【０００７】

  幽門括約筋（２２）と呼ばれるもう一つの括約筋が胃（１２）の十二指腸側開

口を取り巻く。幽門括約筋（２２）は非液状食物材料がより流動性の液状に処理

されるまで、それを胃内（１２）に留め置く。胃（１２）が食物を保持する時間

は種々様々である。通常、胃（１２）は３ないし５時間で空になる。

      【０００８】

  胃腸逆流性疾患（ＧＥＲＤ）の患者においては下部食道括約筋（１８）が自発

的に弛緩する。上記括約筋（１８）は正常の呑み込み機能に無関係に開き、酸性

の胃内容物が上方の食道（１０）に押し寄せ、痛み、不快感を生じ、食道（１０

）の粘膜壁を損傷する。

      【０００９】

  胃（１２）は種々の食物量に応じて拡張する。時が経つうちに、胃の拡張は噴

門（２０）を伸展し、さもなくば噴門（２０）のコンプライアンスを喪失させる

。噴門（２０）のコンプライアンス喪失により、胃（１２）が拡張している場合

は括約筋が弛緩しなくとも下部食道括約筋（１８）が開く。そして同様な好まし

くない結果が起きる：すなわち酸性胃内容物が上方に、食道（１０）に押し寄せ

る。胃とは異なり、食道には胃酸に対する自然の防御がない。胃内容物が食道と

接触すると胸やけまたは、食道損傷を含むその他の疾患症状が起き得る。

      【００１０】

  ＧＥＲＤの合併症には食道びらん、食道潰瘍、及び食道狭窄；正常食道上皮の

異常（バレット）上皮による置換；及び肺吸引吸い込み等がある。

      【００１１】

  （発明の要旨）

  本発明の一面では標的組織領域を組織加熱要素で治療するためのシステム及び

方法が提供される。上記組織加熱要素は運搬体に組み込まれる。上記運搬体は使

用時に一時的に内視鏡等の独立的カテーテル本体の外部に取り付けられるものと

する。カテーテル本体は、これに取り付けられた運搬体と共に標的組織領域に展

開する。組織加熱要素を作動させ、例えば一個以上の損傷を形成し、その後カテ
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ーテル本体を上記標的組織領域から引き抜く。運搬体をその後カテーテル本体か

ら取り外し、上記カテーテル本体はその後別の目的に使用できる。

      【００１２】

  一実施形態において、上記システム及び方法を胃腸管に沿った組織領域、例え

ば下部食道括約筋の内部及び周囲等に使用してＧＥＲＤおよびこれに関連する異

常を治療することができる。

      【００１３】

  本発明の特徴及び利点は後記の説明及び図面によって、そして添付の特許請求

の範囲によって明らかにされる。

      【００１４】

  図面に示される食道及び胃の図は解剖学的に厳密に正確を期するものでないこ

とは認めざるを得ない。本発明の特徴を明らかにするために、図面は多少イラス

ト的な食道及び胃を示す。

      【００１５】

  本発明は本発明の精神または本質的特徴から逸脱することなく数種の形で実施

できる。本発明の範囲は詳細な説明ではなく添付の特許請求の範囲によって決ま

る。したがって上記特許請求の範囲に匹敵する意味及び範囲内に入る全ての実施

形態は上記特許請求の範囲に包含されるものとする。

      【００１６】

  （好ましい実施形態の詳細な説明）

  図２は標的領域を治療する目的で体内に展開するデバイス（２２）を示す。デ

バイス（２２）は括約筋及び隣接組織領域の異機能の治療に特に適する。特に、

上記デバイスは図１に示される例えば下部食道括約筋（１８）及び隣接する胃（

１２）の噴門（２０）等、上部胃腸管及びその周囲の異機能を治療するために使

用され得る。この理由で、上記装置とその使用を含む方法をこれに関連してここ

に記載する。

      【００１７】

  さらに、デバイス（２２）及びこれに関連する方法は、胃腸管全体、例えば咽

頭、食道、胃、小腸、結腸、Ｓ状結腸、直腸、肛門等のその他の機能異常、並び
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に必ずしも括約筋に関係しない体のその他の領域の治療に適切に使用できること

を認めなければならない。例えば、本発明の種々の面が、痔、または失禁の治療

を必要とする処置、またはバリヤー機能を改善する治療、さもなくば内部組織ま

たは筋肉領域を引き締める治療を必要とする処置に適用できる。その上、デバイ

ス（２２）を用いて閉塞、神経経路、神経節、腫瘍、及び体内のその他の存在物

等の特殊な標的を除去することができる。

      【００１８】

  図２に示すように、デバイス（２２）は操作要素（２４）を含む。例示する実

施形態において、操作要素（２４）は例えば一般には医療用等級の硬質プラスチ

ックで作製された本体（２６）内に担持される。本体（２６）の構造に関する詳

細は後で述べる。

      【００１９】

  操作要素（２４）は種々の形をとることができ、治療目的に、または診断目的

に、または両方に使用できる。例えば操作要素（２４）は体内組織を可視化する

メカニズム、例えば超音波トランスドューサーを含むことができる。操作要素（

２４）は薬剤または治療材料を体内組織に運搬するメカニズムも含むことができ

る。操作要素（２４）は組織の生理的特徴、例えば電気的活性を感知するメカニ

ズムまたは組織の病巣を刺激または形成するエネルギーを伝達するメカニズムも

含むことができる。

      【００２０】

  操作要素（２４）の操作は本体（２６）に取り付けられたコントロールアセン

ブリー（２８）によって遠隔調節される。コントロールアセンブリー（２８）は

、押し出しプラスチック材料で作製された、概ねフレキシブルで、または少なく

とも一般的には剛直でないケーブル（３０）を含む。操作要素（２４）はケーブ

ル（３０）の遠位端に結合する。

      【００２１】

  ケーブル（３０）の近位端にはコントロールハンドル（３２）があり、それは

手で持てるくらいで、操作者が取り扱える大きさである。後で述べるように、こ

のコントロールハンドル（３２）は種々のメカニズム、液連結部位及び電気的結
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合部位を含み、これらはケーブル（３０）によって操作要素（２４）に連結して

いる。ハンドル（３２）によって、医師は操作要素（２４）の操作を遠隔調節す

ることができる。

      【００２２】

  ケーブル（３０）は例えば標準的フレキシブルな医療用等級のプラスチック材

料、例えばビニル、ナイロン、ポリ（エチレン）、イオノマー、ポリ（ウレタン

）、ポリ（アミド）、及びポリ（エチレンテレフタレート）を用いて構成するこ

とができる。

      【００２３】

  ケーブル（３０）は内部管腔またはチャンネルの列（３４）を含み、それらは

種々のコントロールワイヤー、電気的ワイヤー、及び操作要素（２４）に出入り

する液体を含む。管腔（３４）はケーブル（３０）の押出し中に一体的に形成す

ることができる。或いは、管腔（３４）はセグメントに分かれた支持メンバー（

３６）をケーブル（３０）の内部に挿入することによって形成できる。支持メン

バー（３６）の存在によって、付加的に内部支持を補強し、ケーブル（３０）の

カラム強度を高めることができる。

      【００２４】

  使用時、操作要素（２４）は体内の標的組織領域に展開される。ケーブル（３

０）は標的組織領域から体外の場所まで延びている。その場所でハンドル（３２

）は医師によって手動操作され、後に述べるように補助器具に連結される。

      【００２５】

  図３に示すように、使用中この装置は、別個のカテーテル本体（３８）に一時

的に結合される。図２及び図３に示す実施形態において、操作要素（２４）の本

体（２６）には内部キャビティ（ｉｎｔｅｒｉｏｒ  ｃａｖｉｔｙ）（４０）が

ある。図３に示すように、上記内部キャビティ（４０）によって、操作要素本体

（２６）はカテーテル本体（３８）の遠位端に除去可能にフィットすることがで

きるサイズにされる。この配置では、カテーテル本体（３８）は操作要素（２４

）の運搬体として役立つ。能力的にはカテーテル本体（３８）は、標的組織領域

において展開及び使用中、操作要素（２４）を担持し、案内する役割をする。ケ
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ーブル（３０）はカテーテル本体（３８）の外側に沿って、またはカテーテル本

体（３８）の管腔を通って延びることができる。

      【００２６】

  キャビティ（４０）は、図３に示すように、カテーテル本体（３８）の遠位端

が分離可能、摺動可能に組み合うようになっている。或いは、図４に示すように

、キャビティ（４０）がカテーテル本体（３８）の側面に分離可能にスナップ－

フィット状に組み合うように構成することもできる。所望ならば、スナップ－フ

ィット状結合は操作要素（２４）の形状をより小さくすることができる。

      【００２７】

  カテーテル本体（３８）上、またはカテーテル本体（３８）周囲の操作要素（

２４）の分離可能な結合は、例えば摩擦干渉つかみまたは機械的締め具等、種々

の方法によって行われる。補助的フレキシブルウレタン、またはシリコーンスリ

ーブまたは弾性カラーを操作要素（２４）本体に取り付けて、操作要素（２４）

をカテーテル本体（３８）に分離可能に保持することもできる。

      【００２８】

  カテーテル本体（３８）は種々異なる構成が可能であり、異なる方法で使用で

きる。カテーテル本体（３８）は、例えば操作要素（２４）の運搬だけが唯一の

機能であるという簡単なカテーテルチューブを含むことができる。カテーテル本

体（３８）を、操作要素（２４）の機能に加えて、また前記機能とは無関係に、

その他の機能を行うように装備することもできる。例えば、カテーテル本体（３

８）は、医師がカテーテル本体を標的組織領域に挿入中にそのカテーテル本体を

方向を変えたり直進させたりできる従来の操縦メカニズムを含むことができる。

カテーテル本体（３８）の操縦を使ってカテーテル本体（３８）に担持される操

作要素（２４）を導き、方向づけることができる。

      【００２９】

  例示した実施形態において、カテーテル本体（３８）は従来の内視鏡機能を提

供し、標準的内視鏡Ｅを含むことさえできる（図３及び図４に示される）；これ

は通常はフレキシブルで、８ｍｍないし１２ｍｍの直径を有する。内視鏡Ｅは操

作要素（２４）と関係なく、従来の方法で用いられる。しかし操作要素（２４）
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にぴったり取り付られると、内視鏡Ｅは操作要素（２４）の運搬体としての付加

的機能に役立つ。さらに上記内視鏡がもたらす可視化能力は、上記内視鏡によっ

て運搬される操作要素（２４）の案内及び方向づけに役立つ。その他に上記内視

鏡Ｅは従来の操縦メカニズムを含むことができる。この操縦メカニズムは、標的

組織領域の可視化、並びに内視鏡Ｅによって運搬される操作要素（２４）の標的

組織領域への運搬両方に役立つ。

      【００３０】

  操作要素（２４）はカテーテル本体（３８）のその他の独立的機能を保持する

ような構造になっている。例えば、図３が示すように、操作要素本体（２６）の

遠位端では内部キャビティ（４０）が操作窓（４２）を輪郭づけるように開いて

いることもある。操作要素（２４）が存在する際には、上記窓（４２）によって

内視鏡Ｅのその他の機能を行うことができる。或いはスナップ－フィット実施形

態において（図４に示される）、内視鏡Ｅの遠位端は操作要素本体（２６）の範

囲を超えて延びる。これによって操作要素（２４）の本体（２６）は内視鏡Ｅの

内視鏡可視化部ＥＰ１、内視鏡真空部分 ＥＰ２、及び内視鏡潅注部 ＥＰ３の使

用を可能にする。内視鏡Ｅを通って流れる液体が必要ない場合、所望ならば上記

窓（４２）を透明または非不透明物質で塞ぐことができる。

      【００３１】

  例示した実施形態（図２、３、４）において、操作要素（２４）は１個以上の

電極（４４）を担持する。これら電極（４４）は選択できる仕方で、標的組織領

域にエネルギーを与える機能を行う。与えられたエネルギーは一つ以上の損傷ま

たは所定の形の損傷を標的組織領域に作る。電極（４４）の形状に応じて、標的

組織領域の表面にこれらの傷がつけられる。或いはこれらの損傷を標的組織領域

の表面下に形成することもある。電極（４４）は曲がった形でも真っすぐな形で

もよい。電極（４４）は間をおいた種々のパターンで、例えば約９０度の四分円

、または１２０度、１８０度、または完全な円周の形に配置することができ、相

互に例えば約９０度（またはそれ以下）程離れていてもよい。上記電極（４４）

は、外側に延びて組織内に例えば２ｍｍないし１２ｍｍだけ入る組織侵入電極か

らなることができる。上記電極（４４）は組織に貫入しない表面電極でもよい。
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      【００３２】

  下部食道括約筋および／または隣接する噴門の治療のためには、電極（４４）

は、粘膜面が加熱損傷を受けないように、表面下損傷を形成するような形態にな

っている。表面下損傷の自然治癒は上記括約筋および／または隣接する噴門を物

理的に引き締めることが判明した。表面下損傷は自発性括約筋弛緩を起こし得る

異常電気経路を遮断することもできる。とにかく、上記治療が括約筋の正常閉鎖

機能を回復し得ることが発見された。

      【００３３】

  この配置において（図５を参照）、ハンドル（３２）上の電気的コネクター（

４６）、ケーブル（３０）の管腔（３４）の一つを通って延びるワイヤー（４８

）によって電極（４４）に接続する。外部発電器（５０）がコネクター（４６）

に連結する。発電器（５０）は治療エネルギーを電極（４４）に供給する。

      【００３４】

  好ましい実施形態において、発電器（５０）は高周波エネルギー、例えば約４

００ｋＨｚないし約１０ｍＨｚの範囲の周波数を有するエネルギーを供給する。

その他の形のエネルギーももちろん適用できる。例えばコヒーレント光または非

コヒーレント光；加熱または冷却液；抵抗加熱；マイクロ波；超音波；組織剥離

液；または極低温液等である。

      【００３５】

  例示される実施形態において、ハンドル（３２）上のルアー結合金具（５２）

がケーブル（３０）の管腔（３４）の一つによって操作要素（２４）に連結して

いる。液体供給装置（５４）を上記結合金具（５２）に連結することができる。

後に述べるように、装置（５４）は、治療エネルギーの適用中に標的組織領域を

冷やすために操作要素（２４）が放出する液体を供給する。

      【００３６】

  コントローラー（５６）は中心処理装置（ＣＰＵ）を含む。コントローラー（

５６）は発電器（５０）及び液体供給装置（５４）に連結する。コントローラー

（５６）はパワーレベル、周波数、及び高周波エネルギーを操作要素（２４）に

分配する持続時間、を支配し、所望の治療目的を達成する。連携して、コントロ
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ーラー（５６）は冷却液の供給も支配することができる。

      【００３７】

  コントローラー（５６）は、医者がコントロール及び処理変数を入力して、上

記コントローラー（５６）が適切なコマンドシグナルを発生できるように、入出

力（Ｉ／Ｏ）デバイス（５８）を含むこともできる。Ｉ／Ｏデバイス（５８）も

、コントローラーによる処理等のために、操作要素（２４）と連結した一つ以上

のセンサーから実時間（リアルタイム）処理フィードバック情報を受け取り（後

に述べる）、エネルギーの適用及び処理液の供給を支配する。Ｉ／Ｏデバイスは

、医者が見たり分析するための処理情報をグラフであらわす、図形的ユーザーイ

ンターフェース（ＧＵＩ）も含むことができる。

      【００３８】

  図６及び図７に示される操作要素（２４）の実施形態は操作要素（２４）を使

用して下部食道括約筋および／または隣接噴門を治療する場合を想定している。

この図では、４個の電極（４４）が本体（２６）の遠位端にアーチ状に（すなわ

ち、湾曲して）平行に並んでいる（図７に示される）。電極（４４）の数は、電

極（４４）の幾何学的配列が可能である限り、種々変わり得るのはもちろんであ

る。

      【００３９】

  さらに図６及び図７に示すように、各電極（４４）は本体（２６）に対して、

本体（２６）内に引っ込んだ位置（図６参照）と、本体（２６）から外側に延び

た位置（図７参照）との間を動く。

      【００４０】

  ハンドル（３２）上のコントロールメカニズム（６０）は、ケーブル（３０）

の管腔（３４）を通って延びる少なくとも１本の内部ワイヤー（６２）によって

上記移動可能の電極（４４）に連結する。コントロールメカニズム（６０）の遠

隔操作（図６及び図７の矢印Ａ及びＢによって示される）によって、電極（４４

）は引っ込み位置と外側に延びた位置との間を動く。

      【００４１】

  使用時、本体（２６）（カテーテル本体（３８）にフィットしている）は電極
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（４４）を引っ込めた状態で標的組織領域に展開され、置かれる。電極（４４）

をその後延ばすことができる。カテーテル本体（３８）をさらに操作して、操作

要素本体（２６）を標的組織領域に関係する所望の位置に動かす。電極（４４）

は開いた際に表面組織に貫入する。この方法で、電極（４４）は下部食道括約筋

に、または噴門の粘膜下層に達することができる。高周波治療エネルギーは電極

（４４）によって周囲組織に伝達される。

      【００４２】

  各電極（４４）の表面は例えば滑らかで、またはきめ細かく、または凹状でも

凸状でもよい。

      【００４３】

  電極（４４）は種々のサイズ及び形（例えば円形の断面を有する等）に成形で

きる。だが各電極（４４）の少なくとも一部が、電極（４４）が組織に貫入する

際のよじれや曲がりに対する高い抵抗性を与える断面を有することが好ましい。

例えば、電極（４４）は矩形断面、楕円形断面、ピグテール、並びにねじり抵抗

のために使われる円錐形またはピラミド形を有することができる。

      【００４４】

  食道または噴門における貫入及び固定を容易にするために、各電極（４４）は

曲がるようになっているのが好ましい。電極（４４）は前方にも（図７に示すよ

うに本体（２６）の近位端の方に曲がる）、または後方にも（図２～図５に示す

ように本体（２６）の遠位端の方向に曲がる）９０度以下の弧を描いて曲がるこ

とができる。

      【００４５】

  電極（４４）は種々のエネルギー伝達物質から形成できる。例示せる実施形態

において、食道または噴門に展開するためには電極（４４）はニッケル  チタン

から形成される。電極（４４）はステンレス鋼、例えば３０４ステンレス鋼から

形成することもできる。電極（４４）は下部食道括約筋の平滑筋または噴門壁に

所望深さまで貫入するのに十分な末端の形状及び強度を有する。食道または噴門

壁に貫入する所望深さは約３ｍｍ～約８ｍｍである。電極（４４）の選択される

長さは標的となるべき組織領域の解剖学によって種々様々である。例えば、腫瘍
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は２ｃｍもの長さの電極を必要とすることもある。

      【００４６】

  与えられた電極（４４）は近位部分には材料の混合物、例えば、ステンレス鋼

を、遠位部分にはニッケル－チタン合金を含む。ニッケル－チタン合金は超弾力

性を有するため、電極の湾曲領域では最良の振る舞いをする。近位部分における

ステンレス鋼の使用は、ニッケル－チタン合金の必要量を最小にすることによっ

て、コストを下げることができる。

      【００４７】

  異なる材料間または異なる材料内で電気的接続性をもたせる例えばクリンピン

グ、熱成形、はんだ付け、溶接または接着によって、異なる材料を結合すること

ができる。材料の一つまたは両方を卵形に平らにし、一緒にキー締めにして相互

のねじれを避けることができる。好ましい実施形態において、近位部分は卵形の

ステンレス鋼チューブを構成し、丸い断面を有するニッケル－チタンからなる遠

位湾曲領域をそのなかに滑りこませ、キー締めにして相互のねじれを回避する。

      【００４８】

  例示された実施形態においては、電気絶縁材料（６４）（図７参照）を各電極

（４４）の近位端の周囲に被覆する。電気絶縁材料（６４）は、食道または噴門

の粘膜表面を高周波エネルギーによる直接被曝から守る。粘膜表面の熱損傷はこ

れによって避けられる。後に述べるように、高周波エネルギーの適用中、粘膜表

面を積極的に冷やし、粘膜表面を熱損傷からさらに防御することもできる。

      【００４９】

  電気絶縁材料（６４）は例えばポリエチレン  テレフタレート（ＰＥＴ）材料

、またはポリイミドまたはポリアミド材料を含むことができる。食道または噴門

に展開するために、上記材料（６４）の長さは約８ｍｍ～約１２ｍｍの範囲であ

る。食道または噴門に展開するために、各電極（４４）は、露出し、絶縁されて

いない導電性の長さ約８ｍｍを有し、各電極（４４）の遠位端に好ましくは約０

．１ｍｍ２～約１３ｍｍ２の露出面積を有するのが好ましい。

      【００５０】

  電極（４４）の露出領域の表面積は使用中の電極（４４）のインピーダンスに
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影響する。概して、露出領域の表面積が大きければ大きいほど、予想されるイン

ピーダンス値は低く、高インピーダンスによる電力遮断の発生率はより小さくな

る。

      【００５１】

  各電極（４４）は温度センサー（６６）を担持することもできる（図７参照）

。温度センサー（６６）は、ケーブル（３０）の管腔（３４）を通って延びるワ

イヤー（６８）によって、入出力（Ｉ／Ｏ）装置（５８）に連結する。例示せる

実施形態において（図７参照）、各電極（４４）は２個の温度センサー（６６）

を担い、一つは電極（４４）の底部に、他の一つは電極（４４）の先端にある。

或いはこの代わりに、電極の底部の温度センサーが本体（２６）に担持されるこ

ともある。

      【００５２】

  使用時に、コントローラー（５６）はセンサー（６６）が感受した温度を集め

る。コントローラー（５６）及びＩ／Ｏ装置（５８）では操作者は電極（４４）

への電力の大きさをコントロールする入力として働く、平均温度コントロールま

たは最高温度コントロール等、数種の温度コントロールプロトコルのなかから選

択することができる。電極（４４）は単極モードまたは二極モードで作動し得る

。

      【００５３】

  上記のような操作要素（２４）の本体（２６）は種々の形状をとることができ

る。例えば、図６及び図７に示す実施形態では、本体（２６）は電極（４４）を

覆う電極シールド（７０）を含む。図５及び図６に示される実施形態において、

電極シールド（７０）は貫入可能材料領域を含み、電極（４４）はここを通って

出たり引っ込んだりできる。上記材料（７２）には、半硬質フォーム状絶縁材料

、例えばスチロフォーム材、ポリエチレンまたはウレタンフォーム、ネオプレン

、コルク、ゴム、軟質プラスチック、または匹敵する幾つかの材料等の、独立気

泡構造材がある。

      【００５４】

  電極貫入可能材料（７２）は冷却液が浸透し得るか冷却液を保持できるように
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選択することもできる。これらは例えば連続気泡フォーム、またはその他のスポ

ンジ様、液体保持材料等の連続気泡材料等である。冷却液は装置（５４）からケ

ーブル（３０）の管腔（３４）を通って本体（２６）の内部チェンバ（７４）に

導かれる。チェンバ（７４）の冷却液は電極シールド（７０）の材料（７２）を

通って接触組織に浸透する。別法として、冷却液を移すための別の口を本体（２

６）に配設することができる。

      【００５５】

  また別の実施形態において（図９参照）、電極シールド（７０）は硬質材料領

域（７６）を含み、そこには開口（７８）が形成され、その開口（７８）を通っ

て電極（４４）がすべるように前進しまたは後退する。電極開口（７８）は電極

を通過させるのに十分大きい直径を有し、だが粘液等の体内廃物の蓄積を避ける

ために十分小さいサイズである。冷却液もチェンバ（７４）から電極開口（７８

）を通って供給される。或いは、冷却液を伝達する別の出入口を本体（２６）に

配設することができる。図９に示される本体（２６）は前に述べたように、カテ

ーテル本体（３８）（想像線によって示される）にスナップ－フィット的に結合

するものとする。

      【００５６】

  いずれの配置においても、電極（４４）は種々の方法、例えばスプリング作用

、押－ワイヤー、引－ワイヤー、スクリュー作用、空気式手段、または液圧手段

によってシールド（７０）を通って前進する。

      【００５７】

  例えば、図７及び図８に最もよく示されるように、電極（４４）は運搬体（８

８）に結合する。運搬体（８０）は上を覆うブラケットによってチェンバ（７４

）のサイド－トラック（８２）に接合する。運搬体（８０）とブラケット（８４

）は一体となって前方及び後方にすべり動き、電極（４４）を進めたり引っ込め

たりする。

      【００５８】

  運搬体（８０）が前方に滑る動きによって、電極（４４）はシールド（７０）

を通って前進する（図７に示される）。運搬体（８０）が後方に滑る動きによっ
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て、電極（４４）はシールド（７０）（図６に示される）を通って引っ込む。

      【００５９】

  この配置において、ケーブル（３０）の管腔（３４）を通って延びるワイヤー

（６２）は一端が運搬体（８０）に、他端がハンドル（３２）のコントロールメ

カニズムに結合する。コントロールメカニズム（６０）を後方に引くと（図６の

矢印Ａ）、運搬体（８０）はシールド（７０）から離れて後方にすべり動き、電

極（４４）をシールド（７０）から引っ込める。コントロールメカニズム（６０

）を前方に押すと（図７の矢印Ｂ）、運搬体（８０）は前方に、シールド（７０

）の方にすべり動き、電極（４４）をシールド（７０）を通って進める。押－引

  ワイヤー（６２）はポリイミド  スリーブまたはカラム強度を高めるために層

成ステンレス鋼コイルに入れてもよい。

      【００６０】

  図７に示す実施形態において、チェンバ（７４）のスプリング（９０）（これ

は図８に示されるレール（８６）にフィットする）は通常は運搬体（８０）を前

方に、シールド（７０）の方に片寄らせる。この配列において、スプリング（９

０）によって、電極（４４）は通常は前進位置の方に片寄る。この配列において

、ケーブル（３０）の管腔（３４）を通って延びるワイヤー（６２）は一端が運

搬体（８０）に結合し、他端がハンドル（３２）のコントロールメカニズムに結

合する。コントロールメカニズムを後方に引くと、運搬体（８０）はスプリング

（９０）の付勢力に逆らって後方に滑り動き、シールド（７０）から離れる。運

搬体（８０）上のこの引く動作により、電極（４４）はシールド（７０）を通っ

て引っ込む。コントロールメカニズム（６０）を引いた位置に解除可能にロック

するために、ハンドル（３２）に移動止め（９４）を配設し（図６に示される）

、電極（４４）をスプリング（９０）の力に逆らって引っ込めたままに保持する

ことができる（図６に示される）。メカニズム（６０）を移動止め（９４）から

解除すると、電極（４４）は前進位置に飛び出す。別法として、この代わりにチ

ェンバ（７４）内のスプリング（９０）はハンドル（３２）内にあり、コントロ

ールメカニズム（６０）に直接結合することができる。

      【００６１】
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  或いは、本体チェンバ（７４）またはハンドル（３２）内のスプリング（９０

）は通常、摺動する運搬体（８０）を後方に、シールド（７０）から離れる方に

付勢する。この配置において、スプリング（９０）により、電極（４４）は通常

は引っ込む位置の方に付勢される。この配置において、ワイヤー（６２）はケー

ブル（３０）を通って、運搬体（８０）とハンドル（３２）上のコントロールメ

カニズムとの間に延びている。コントロールメカニズム（６２）上を前方に押す

と、運搬体（８０）はスプリング（９０）の付勢力にさからって前方に、シール

ド（７０）の方に押される。運搬体（８０）にかかるこの押す動作が電極（４４

）をシールド（７０）を通って進める。移動止め（９４）は通常、コントロール

メカニズム（６０）を、前方に押された位置に保持することができる（図７に示

される）。コントロールメカニズム（６０）を移動止め（９８）から解除すると

、電極（４４）は引っ込んだ位置に飛び戻る。

      【００６２】

  図１０に示すように、ハンドル（３２）上のコントロールメカニズム（６０）

はトリガー（１００）の形をとることができる。電極（４４）がスプリングによ

って、延びる位置の方向に力を受けているとき、トリガー（１００）を引くと電

極（４４）はシールド（７０）を通って引っ込む。この配置において、トリガー

（１００）は内部ラチェット  メカニズム（１０２）を含み、電極の引っ込みを

触知する指示を与える。ラチェットメカニズムの各クリックごとに、医師は、電

極（４４）が設定距離、例えば、１ｍｍだけ引っ込んだことを知る。ラチェット

  メカニズム（１０２）を解除するために、ラチェット解除ボタン（１０４）を

ハンドル（３２）に配置することができる。

      【００６３】

  電極（４４）がスプリングによって、引っ込んだ位置の方向の力を受けている

とき、トリガー（１００）を押すと電極（４４）は前進する。この配置では、ラ

チェット  メカニズム（１０２）を使って触知によって電極の前進程度を測るこ

とができる。

      【００６４】

  コントロールメカニズム（６０）において、医師が手動で電極（４４）を進め
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る必要がある場合、各電極（４４）に制限カラー（１０６）を付けることができ

る（その一つは説明の目的で図７に示される）。制限カラー（１０６）は貫入深

さをコントロールする。制限カラー（１０６）は、電極貫入深さが設定の最大所

望深さに達したときに表面組織に接触する。カラー（１０６）と表面組織との接

触が電極（４４）のさらなる前進を阻止する。医師は電極の前進に対する抵抗の

高まりによって、カラー（１０６）と表面組織とが接触したことを感じる。そこ

で医師は、組織貫入の最大所望深さに達し、電極（４４）がそれ以上は延びない

ことを知る。制限カラー（１０６）に匹敵する構造及び機能は、前に述べたよう

に、種々の材料を使用して電極（４４）を作製した時に得ることができる。近位

ステンレス鋼部分の断面を遠位ニッケル－チタン部分の断面より大きくすること

ができる。断面の差により移行領域は拡大し、それが組織貫入に対する高まった

抵抗をもたらす。

      【００６５】

  電極（４４）の組織への貫入を確認するために電気的測定を行うことができる

。例えば、電気的エネルギーを、損傷形成のために適用する周波数より低い周波

数（例えば５ｋＨｚ）で適用することによって、所与の電極（４４）のインピー

ダンスを評価することができる。インピーダンスの大きさは組織貫入の有無及び

組織貫入深さによって変動する。高インピーダンス値は組織貫入がないことを示

す。インピーダンス値は電極（４４）が組織に貫入した程度によって下がる。

      【００６６】

  ハンドル（３２）、ケーブル（３０）、及び操作要素（２４）は、ユニットと

して一回使用し、その後廃棄するための一体化構造を形成することができる。別

法として、ハンドル（３２）は他数回使用を目的とする非使い捨てのコンポーネ

ントでもよい。この配置において、ケーブル（３０）及び操作要素（２４）は使

い捨てアセンブリーを構成し、使用時に医師がこれを分離可能にハンドル（３２

）に結合し、使用後は棄てる。ケーブル（３０）は例えば、ハンドル（３２）の

雌プラグ  レセプタクルに連結する雄プラグ  コネクターを含むことができる。

      【００６７】

  使用時に（図１１及び図１２）医師はカテーテル本体（３８）の末端にフィッ
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トさせた操作要素（２４）を、電極（４４）を引っ込めた状態で標的組織領域に

展開する。カテーテル本体（３８）または内視鏡Ｅが操縦メカニズムを含む際に

は医師はカテーテル本体（３８）を操縦することによって操作要素（２４）を標

的組織領域に合わせて方向づけることができる。カテーテル本体（３８）が内視

鏡Ｅを含む場合は、医師は操作要素（２４）の方向づけに役立つ内視鏡による可

視化機能も利用することができる。その他の可視化技術、例えば蛍光透視法また

は超音波法も使用できる。

      【００６８】

  医師は操作要素（２４）を前方に進め、下部食道括約筋及び噴門に近づけるこ

とができる。或いは（図１３参照）カテーテル本体または内視鏡を胃の噴門切痕

内で反転させることによって、操作要素を逆方向に曲げ、噴門に近づけることが

できる。ケーブル（３０）はより硬い近位端と、反転し易くするためのよりフレ

キシブルな遠位端をもつように作られている。

      【００６９】

  操作要素（２４）を所望のやり方で標的組織領域に導いた後、医師は電極（４

４）を延ばす。電極（４４）が外側に出たところで、医師はカテーテル本体（３

８）上を後方に引き、出ている電極（４４）を組織内に進めることができる（図

１２参照）。医師はその電極（４４）を通してエネルギーを与え、組織を電気抵

抗により加熱し、表面下損傷を形成する。

      【００７０】

  医師に電極（４４）が出ていることを知らせるためのビジュアル  フィードバ

ックを用意することができる。例えば、本体（２６）を透明材料で作製して、内

視鏡プローブをケーブル（３０）の管腔を通して本体（２６）内に進めることに

よって、本体（２６）内部を見ることができるようにする。或いは、本体（２６

）は片持はり式（ｃａｎｔｉｌｅｖｅｒｅｄ）標識（図示されず）を含み、電極

（４４）が本体（２６）内部から出たときに、上記標識が運搬体の内視鏡Ｅの視

野に入るように曲がる。ビジュアル  フィードバックは本体（２６）の移動また

は撤去の前に電極（４４）を引っ込めるための合図として医師の役に立つ。

      【００７１】



(27) 特表２００３－５２６４６０

  エネルギーを与えて標的治療面の下の組織を電気抵抗により加熱する一方、粘

膜表面を冷やすことが好ましい。本発明の装置は冷却液をケーブル（３０）によ

って供給し、操作要素（２４）によって振りまく。

      【００７２】

  図６及び図７に示す実施形態において、冷却液はシールド（７０）の浸透可能

材料（７２）内に入る。この配置において、上記電極シールド（７０）は上記冷

却液と電極（４４）周囲の局所的位置の粘膜組織とを接触した状態に保つ。

      【００７３】

  操作要素（２４）の一つ以上の出入口（１０８）をケーブル（３０）の一つ以

上の管腔（３４）によって外側の液吸引装置（１１０）に連結することができる

（図５参照）。別法として、吸引はカテーテル本体（３８）または内視鏡の口  

ＥＰ２によって操作できる。

      【００７４】

  電極シールド（７０）の材料（７２）が冷却液流を吸収し、保持することによ

って、吸引要求量は最小になる。電極シールド（７０）における浸透可能材料（

７２）の存在は、粘膜組織の冷却に必要な冷却液の流速及び容量も減らし、吸引

の必要性が全くなくなる可能性もある。

      【００７５】

  図８に示すまた別の実施形態において、冷却液は電極開口（７８）または配設

されたその他の口から供給される。チェンバ（７４）内にある冷却液も運搬体（

８０）の前進運動によって、すなわち電極（４４）が延びるときに、一度にチェ

ンバ（７４）から開口（７８）を通って供給できる。この配置において、電極（

４４）は、引っ込んでいるときは開口（７８）を通る冷却流を阻止し、延びたと

きは冷却流を開口（７８）を通過させるバルブとして働く。供給された冷却液は

既述のように吸引できる。

      【００７６】

  損傷が形成されると、医師はカテーテル本体（３８）を前方に動かし、電極（

４４）を組織との接触から引き離すことができる。或いは、医師は電極（４４）

を引っ込んだ位置にすることができる。カテーテル本体（３８）を手で動かすこ
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とによって、またはカテーテル本体（３８）の遠位端を操縦して電極（４４）を

元の位置に戻すことによって、またはカテーテル本体（３８）を回転することに

よって、または前記三操作を全て行うことによって、医師は電極（４４）を新た

に方向づけることができ、電極（４４）を新しい部位の組織に貫入させることが

できる。この方法で、医師は上首尾に一連の損傷を形成し、所望の損傷パターン

を作り出すことができる。下部食道括約筋または噴門を十分縮め得る十分量の損

傷からなる一つ以上の対称性リングを作り出すことが所望である。

      【００７７】

  所望損傷パターンを形成すると、医師は電極（４４）を組織との接触から離す

。医師は電極（４４）を引っ込んだ位置に動かす。この状態で、医師はカテーテ

ル本体（３８）及び操作要素（２４）を標的組織領域から引き出すことができる

。この処置が完了すると、医師は操作要素（２４）をカテーテル本体（３８）か

ら取りはずすことができる。

      【００７８】

  本発明の種々の特徴は添付の特許請求の範囲に示される。

【図面の簡単な説明】

    【図１】

  図１は、食道及び胃の解剖図である。

    【図２】

  図２は、本発明の特徴を具体化する、操作要素と追加的コントロールアセンブ

リーとを含むデバイスの、切取り部分を含む斜視図である。

    【図３】

  図３は、使用のためにカテーテル本体の遠位端にぴったり取り付けた、図２に

示すデバイスの、切取り部分を含む斜視図である。

    【図４】

  図４は、使用のためにカテーテル本体周囲にスナップ－フィットさせた、操作

要素と追加的コントロールアセンブリーとを含むデバイスの、切り取り部分を含

む斜視図である。

    【図５】
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  図５は、前記操作要素を種々の外部装置に連結するコントロールアセンブリー

を有する図２に示すデバイスの線図的斜視図である。

    【図６】

  図６は、図２に示す型の装置の実施形態の斜視図であり、前記装置はカテーテ

ル本体の遠位端にぴったり取り付けられ、食道に展開して下部括約筋または隣接

組織に損傷を形成するものである。この図では、損傷形成のために使用する電極

は引っ込んだ位置にある。

    【図７】

  図７は、操作要素本体の頂上部を取り外した、図６に示すデバイスの斜視図で

ある。損傷形成のために使用する電極は外に出た位置にある。

    【図８】

  図８は、図６及び図７に示すデバイスと関連した操作要素の分解斜視図である

。電極を進めたり引っ込めたりするために用いるメカニズムの一部が示される。

    【図９】

  図９は、図４に示す型のデバイスの実施形態の斜視図である。このデバイスは

カテーテル本体の周囲にスナップ－フィットし、そしてこのデバイスは下部食道

括約筋またはその隣接組織に損傷を形成するために食道に展開するためのもので

ある。損傷形成のために使用する電極は引っ込んだ位置にある。

    【図１０】

  図１０は、電極を外に出すためのトリガー作動メカニズムを示す、図６または

図９に示すような操作デバイスと共に使用できる代替ハンドルの斜視図である。

    【図１１】

  図１１及び図１２は、下部食道括約筋に損傷を形成するための図２に示すよう

なデバイスの前進及び使用を示す、食道及び胃の側面図である。

    【図１２】

  図１１及び図１２は、下部食道括約筋に損傷を形成するための図２に示すよう

なデバイスの前進及び使用を示す、食道及び胃の側面図である。

    【図１３】

  図１３は、噴門に損傷を形成するための、図２に示すようなデバイスの逆方向
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展開及び使用を示す、食道及び胃の側面図である。

【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】

【図１２】
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【図１３】
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【国際調査報告】
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摘要(译)

用附接到载体的组织加热元件（44）治疗体内的目标组织区域。 该载体
旨在在使用期间临时附接到导管主体例如内窥镜的外部。 导管主体被部
署在目标组织区域中，并且载体附接至导管主体。 组织加热元件（44）
例如操作以产生一个或多个组织损伤，此后从目标组织区域取回导管主
体。 然后将载体从导管主体移除，并且导管主体可以继续用于其他目
的。
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